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渚滑川水系河川整備基本方針と
河川整備計画に い河川整備計画について



11 河川法改正の流れ

近代河川制度の誕生 治水・利水の体系的な
制度の整備

治水・利水・環境の総合的な河
川制度の整備制度の整備 川制度の整備

●水系一貫管理制度の導入

●利水関係規定の整備
●河川環境の整備と保全

●地域の意見を反映した

1896 1997

河川整備の計画制度の導入

1964

治 水 利 水利 水治 水治 水

1896 19971964

環 境



22
河川整備基本方針・河川整備計画で定めるべき事項

河川法施行令（抜粋）

第１０条の２ 河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

（河川整備基本方針に定める事項）

河川法施行令（抜粋）

第１０条の２ 河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
二 河川の整備の基本となるべき事項
イ 基本高水（洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。）イ 基本高水（洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。）
並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項

ロ 主要な地点における計画高水流量に関する事項
ハ 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項ハ 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項
ニ 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項

第１０条の３ 河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
河川整備計画の目標に関する事項

（河川整備計画に定める事項）

一 河川整備計画の目標に関する事項
二 河川整備の実施に関する事項
イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により
設置される河川管理施設の機能の概要設置される河川管理施設の機能の概要

ロ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所



33 河川整備計画（案）作成の手続き

（河川整備計画）

河川法第16条の2（抜粋）

３．河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認め
るときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

（河川整備計画）

るときは、河川 関し学識経験を有する者 意見を聴かなければならな 。

４ 河川管理者は 前項に規定する場合において必要があると認めるときは 公聴会の開４．河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開
催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

５．河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところ
により、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。、関 都 県 関 長 見 聴



44 河川整備計画策定の手続き

河川整備基本方針 河川整備計画

河川整備基本方針の検討 河川整備計画 原案

関係住民の意見

説明会
社会資本整備審議会

河川分科会
河川整備基本方針検討小委員会

H20 2 15、2 28

・説明会
・HP等による意見募集
・公聴会

社会資本整備審議会

河川分科会 H20.4.14

H20.2.15、2.28

学識経験を有する者の意見
・渚滑川河川整備計画検討会

河川整備計画(案）

河川整備基本方針の策定
(H20.6.11)

河川整備計画 策定

北海道知事の意見
関係市町長の意見

河川整備計画 策定


